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もりトピくらし・安心・安全

　
目
の
不
自
由
な

歩
行
者
に
と
っ
て
、

点
字
ブ
ロ
ッ
ク
は

大
切
な
道
し
る
べ

で
す
。

　
自
転
車
な
ど
が

止
ま
っ
て
い
る
と

大
変
危
険
で
す
。

　
短
時
間
で
も
止

め
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
道
路
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
９
４

　
住
居
表
示（
住
所
）は
、
住
居

番
号
で
建
物
を
特
定
す
る
制
度

で
す
。

　
近
年
、
宅
地
開
発
な
ど
で
複

数
の
建
物
に
同
じ
住
居
番
号
を

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況

が
増
え
、
郵
便
物
が
届
か
な
い

な
ど
生
活
に
不
都
合
が
生
じ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
建
物
を
特
定
し

や
す
く
す
る
た
め
、
住
居
番
号

と
は
別
に
補
助
番
号
を
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

(例)
守
口
市
京
阪
本
通
２
丁
目
２

　
番
５
号

－

１

　
補
助
番
号
プ
レ
ー
ト
を
発
行

し
ま
す
の
で
、
郵
便
の
誤
配
な

ど
が
あ
る
人
は
活
用
し
て
く
だ

さ
い
。

申
請
で
き
る
建
物
　
次
の
①
②

の
い
ず
れ
か
の
基
準
を
満
た
す

建
物

①
住
居
番
号
が
同
一
の
建
物
が

　
１０
棟
以
上
存
在
す
る

②
そ
の
ほ
か
、
建
物
の
特
定
が

　
困
難
な
も
の

申
請
場
所
　
市
役
所
１
号
別
館

１
階
総
合
窓
口
課

注
補
助
番
号
を
付
け
る
建
物
は
、

　
申
請
が
あ
っ
た
建
物
の
み
で
、

　
ほ
か
の
建
物
に
影
響
す
る
も

　

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
総
合
窓
口
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
０

　
改
正
道
路
交
通
法
の
施
行

（
平
成
２７
年
６
月
１
日
）に
よ

り
、自
転
車
の
運
転
に
関
し
て
、

信
号
無
視
な
ど
の
危
険
な
ル
ー

ル
違
反
を
繰
り
返
す
と
、
公
安

委
員
会
か
ら
自
転
車
運
転
者
講

習
の
受
講
を
命
ぜ
ら
れ
る
制
度

で
す
。

　
一
定
の
危
険
な
違
反
行
為
を

し
て
、３
年
以
内
に
２
回
以
上

検
挙
、ま
た
は
事
故
を
起
こ
し

た
１４
歳
以
上
の
悪
質
自
転
車
運

転
者
は
、
自
転
車
運
転
者
講
習

を
受
講
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

講
習
時
間
　
３
時
間

￥
５
千
７００
円

注
受
講
に
従
わ
な
い
場
合
、
５

　
万
円
以
下
の
罰
金
と
な
り
ま

　

す
。

講
習
対
象
と
な
る
危
険
行
為

▽
信
号
無
視

▽
通
行
禁
止
違
反（
道
路
標
識

　
で
自
転
車
の
通
行
が
禁
止
さ

　

れ
て
い
る
道
路
を
通
行
す
る

　

行
為
な
ど
）

▽
歩
行
者
用
道
路
に
お
け
る
車

　
両
の
義
務
違
反（
徐
行
違
反
）

▽
通
行
区
分
違
反（
道
路
中
央

　
か
ら
右
側
部
分
を
通
行
す
る

　

行
為
な
ど
）

▽
路
側
帯
通
行
時
の
歩
行
者
の

　
通
行
妨
害（
自
転
車
が
通
行

　

で
き
る
路
側
帯
で
歩
行
者
の

　

通
行
を
妨
げ
る
よ
う
な
速
度

　

と
方
法
で
通
行
す
る
行
為
）

▽
遮
断
踏
切
へ
の
立
ち
入
り

▽
交
差
点
安
全
進
行
義
務
違
反

　
な
ど（
優
先
道
路
を
通
行
す

　

る
車
両
な
ど
の
進
行
を
妨
害

　

す
る
行
為
な
ど
）

　▽
交
差
点
優
先
車
妨
害
な
ど

　
（
交
差
点
で
、
右
折
時
に
お

　

け
る
直
進
ま
た
は
左
折
車
両

　

な
ど
の
進
行
を
妨
害
す
る
行

　

為
）

▽
環
状
交
差
点
安
全
進
行
義
務

　
違
反
な
ど（
環
状
交
差
点
内

　

を
通
行
す
る
車
両
な
ど
の
進

　

行
を
妨
害
す
る
行
為
な
ど
）

▽
指
定
場
所
一
時
不
停
止
な
ど

▽
歩
道
通
行
時
の
通
行
方
法
違

　
反（
歩
道
通
行
時
に
歩
行
者

　

の
通
行
を
妨
害
す
る
行
為
な

　

ど
）

▽
制
動
装
置（
ブ
レ
ー
キ
）不

　
良
自
転
車
運
転（
ブ
レ
ー
キ

　

装
置
が
な
か
っ
た
り
、ブ

　

レ
ー
キ
の
性
能
が
不
良
な
自

　

転
車
で
走
行
す
る
行
為
）

▽
酒
酔
い
運
転

▽
安
全
運
転
義
務
違
反（
ハ
ン

　
ド
ル
や
ブ
レ
ー
キ
な
ど
を
確

　

実
に
操
作
せ
ず
、ま
た
他
人

　

に
危
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
速

　
度
や
方
法
で
運
転
す
る
行
為
）

注
携
帯
電
話
を
使
い
な
が
ら
通

　
行
し
て
事
故
を
起
こ
し
た
場

　

合
に
も
、
適
用
さ
れ
る
事
が

　

あ
り
ま
す
。

問
守
口
警
察
署

℡
０
６
・
６
９
９
４
・
１
２
３
４

問
道
路
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
９
４

点
字
ブ
ロ
ッ
ク
は
大
切
な
道
し
る
べ

同
じ
住
居
表
示
の
建
物
に
は
補
助
番
号
の
利
用
を

安
心
・
安
全
の
お
知
ら
せ

自
転
車
運
転
者
講
習
制
度


